
岩見沢郷土科学館条例の一部を改正する条例の概要  

 

第１  改正の趣旨  

  施設の維持費である人件費、原材料費、電気料金等の価格高騰に対応する

ため、受益者負担の適正化の観点から入館料の引上げを行う。  

 

第２  改正の内容  

  岩見沢郷土科学館の入館料の引き上げを行う。  

 

第３  施行期日  

令和８年４月１日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 

 

岩見沢市条例第３１号  

 

 岩見沢郷土科学館条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

 

  令和  ７  年１２月２２日  

 

岩見沢市長  松  野    哲    

 

岩見沢郷土科学館条例の一部を改正する条例  

 

 岩見沢郷土科学館条例（平成４年条例第４号）の一部を次のように改正する。  

 

 別表（備考を除く。）を次のように改める。  

別表（第５条、第１２条関係）  

岩見沢郷土科学館入館料・観覧料  

区分  小・中学生  高校生  一般  

入館料  個人  

（ １ 人 １ 回 に

つき）  

１４０円  ２８０円  ４００円  

団体  個人料金の２割引きとする。  

プ ラ ネ タ リ ウ

ム観覧料  

個人  

（ １ 人 １ 回 に

つき）  

１４０円  ２００円  ２８０円  

団体  個人料金の２割引きとする。  

回数券  

（６枚綴り）  

入館料  ６８０円  １，３６０円  ２，０６０円  

プ ラ ネ タ リ ウ

ム観覧料  

６８０円  １，０２０円  １，３６０円  

 



２ 

 

附  則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

 


